
志太広域事務組合発注工事における監理技術者等に関する取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、志太広域事務組合が発注する工事（以下「志太広域事務組合発注工事」とい

う。）において、建設業法（昭和 24年法律第 100号）に基づき設置する主任技術者、監理技術者

又は監理技術者補佐（以下「監理技術者等」という。）の競争入札参加資格確認時の取扱いに関し

必要な事項を定めるものとする。 

（監理技術者等の取扱いについて） 

第２条 監理技術者等の取扱いについては、国土交通省において定められている最新の監理技術者

制度運用マニュアルのとおり取扱うものとする。ただし、入札公告等で取扱いの条件が定められ

ている場合は、当該条件に従うものとする。 

 （専任の主任技術者の兼務） 

第３条 建設業法施行令（昭和 31年政令第 273号）第 27条第２項の規定に基づき、専任の主任技

術者を兼務する場合は、入札公告等で定める配置予定技術者審査書類提出時に、「主任技術者兼

務届（様式第１号）」を提出しなければならない。 

２ 専任の主任技術者は、次の各号の全てに該当する場合に限り、他の工事の主任技術者を兼務す

ることができるものとする。 

(1) 兼務する工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあ

たり相互に調整を要する工事であること。 

(2) 入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係（入札の申込のあった日以前に三ヶ月以上の雇用

関係）にあること。 

(3) 兼務する工事の件数が２件であること。 

(4) 兼務する工事現場の相互の間隔が 10km程度の近接した場所であること。 

(5) 兼務を認めないとされた工事でないこと。 

(6) 監理技術者の配置を求められる工事でないこと。 

(7) 低入札工事でないこと。 

(8) 兼務する工事双方の発注者（工事発注担当課（当該工事の受託課がある場合は工事受託担当

課）をいう。次条第２項第 11号において同じ。）に、主任技術者の兼務について承諾を得てい

ること。 

（特例監理技術者の配置） 

第４条 設置する監理技術者を建設業法第 26 条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者

（以下、「特例監理技術者」という。）とする場合は、入札公告等で定める配置予定技術者審査書

類提出時に、次項第１号から第５号までについての要件を確認できる資料を添付して、「特例監

理技術者配置届（様式第２号）」を提出の上、落札決定後に次項第６号から第８号までの要件を確

認できる資料を工事発注担当課へ提出しなければならない。 

２ 特例監理技術者の配置を行う場合は、次の各号の要件を全て満たさなければならないものとす

る。 

(1) 建設業法第 26 条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者

補佐」という。）を専任で配置すること。 



(2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務

経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27条

の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

(3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係（入札の申込のあった日以前に

三ヶ月以上の雇用関係）にあること。 

(4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件までとする。（ただし、同一あ

るいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る

工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初

の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複

数の工事を一の工事とみなす。） 

(5) 特例監理技術者が兼務できる工事は志太広域事務組合発注工事でなければならない。 

(6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等

の職務を適正に遂行しなければならない。 

(7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

(9) 24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事でないこと。 

(10) 低入札工事でないこと。 

(11) 兼務する工事双方の発注者から特例監理技術者の配置について承諾を得ていること。 

附 則 

この要領は、令和４年６月１日から施行する。 

 

 


